
地方自治法施行規則の一部を改正する省令について 

 
令 和 元 年 ５ 月 

自治財政局交付税課 

 

１ 概要 

 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第   

号）により子ども・子育て支援臨時交付金が創設されることに伴い、

地方自治法施行規則について所要の改正を行う。 

  

２ 改正内容 

 

○ 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表の読替規定

を創設 

地方自治法施行規則の附則に、歳入歳出予算の款項の区分及び

目の区分の歳入の表に令和元年度に限り子ども・子育て支援臨時

交付金を規定する読替規定を創設。 

 

３ 公布・施行 

公布日 令和元年５月 31日 

※子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に 

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令と同日 

施行日 令和元年 10月１日 


